
随意契約を前提とした見積依頼です。

有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方といたします。

番号 種別 件　名　／　品　名 見積依頼書公表日 見積書提出期限 見積合わせの日時 備考

1 物品 電話設備一式の購入（呉分室） 令和７年１２月１９日（金） 令和８年１月８日（木） 令和８年１月９日（金） １０時００分

2

3

4

5

令和7年12月19日

令和７年度駐留軍等労働者労務管理機構におけるオープンカウンター方式による見積依頼について



契約責任者

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

岩国支部長　　坂本　渉

１ 見積合わせ実施日

令和８年１月９日（金）

２ 件名

電話設備一式の購入（呉分室）

３ 調達内容

４ 履行期間等

別添仕様書のとおり

５ 参加資格

６ 見積書等提出期限

７ 担当部署

山口県岩国市中津町二丁目１５番３５号

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構　岩国支部管理課総務経理係　

電話：０８２７－２１－１２７１

E-mail：

令和７年１２月１９日

オープンカウンター方式による見積合わせの実施について

品名 仕様等 数量

別添仕様書のとおり

（１）令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）のうち、
　　「物品の販売」において「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」等級の格付を
　　受け、中国地域の競争参加資格を有する者であること。
（２）その他の参加資格については、「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機
　　構におけるオープンカウンター方式による随意契約事務実施要領」（以下
　　「実施要領」という。）第５の第１号及び第３号から第６号までに該当する
　　者であること。

　見積合わせ参加希望者は、見積書について、５（１）に掲げる資格を証する書
面の写しを添付の上、令和８年１月８日（木）午後５時までに、７に定める担当
部署宛てに持参、郵送、託送又は電子メールにより提出すること（郵送若しくは
託送による場合は必着）。
　ただし、実施要領第６の第３項ただし書の規定に該当する場合は、５（１）に
掲げる資格を証する書面の添付を省略できるものとする。

haihu_account_iwakuni@lmo.go.jp



 

 

仕 様 書 

 

１ 件 名 

  電話設備一式の購入（呉分室） 

 

２ 適用範囲 

この仕様書は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構岩国支部呉分室（以下

「機構」という。）において使用する電話機及び主装置（以下「本機」という。）の購

入（納入、設置、設定（点検・調整）をいう。以下同じ。）及び既存品の撤去（以下

「本調達」という。）について規定し、適用するものである。 

 

３ 本調達の履行場所 

  独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 岩国支部呉分室 
  広島県呉市中央一丁目６番９号センタービル呉駅前４階 
 

４ 本調達の履行期限 

令和８年３月１９日（木）まで 

 

５ 調達機器 

本機の仕様は、別表１のとおりとし、製造・販売が継続中である製品でなければなら

ない。また、納入される本機は、メーカーによる品質管理の下で製造されたものであっ

て、その品質を保証された新品でなければならない。よって、ショップオリジナル製

品、中古品、事故品、展示品、新古品等については、納入することを認めない。 

 

６ 一般的要求事項 

（１）本調達の履行期限までに、機構の担当者が指定する場所に本機を設置し、使用でき

るよう設定を行うものとする（既設ＦＡＸとの接続を含む）。また、納入にあたって

は、設置日時等の詳細を事前に当該担当者と調整の上、了承を得るものとする。 

（２）本機の使用に係る設定方法について、取扱説明書とは別に、機構のユーザー個人が

使用できる簡潔なマニュアルを作成するものとする。 

（３）本機の設置に当たっては、既設配線を使用することができるものとする。 

   ただし、受注者は、既設配線に故障を発見した場合には、速やかに機構の担当者と

協議するものとする。 

（４）本機の設置及び設定がなされた後、機構の担当者に対し適切な操作方法を指導する

ものとする。 



 

 

（５）８に基づく機構の担当者による検査を受け、その結果が不合格となった場合には、

当該担当者の指示に従って、速やかに本機を完全な代替機器と交換等しなければなら

ない。 

（６）別表２に掲げる現有機器を機構の担当者の指示に従って、本調達の履行場所から撤

去するものとする。 

 

７ 秘密保全 

受注者は、本調達の実施に際して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。本調

達に係る契約が終了した後も継続されるものとする。 

 

８ 検査 

本機の納入、設置及び設定に係る検査については、受注者から納入完了通知がなされ

た後、受注者又はその代理人の立会いの下、当該納入等が契約書及び仕様書に定める規

格及び数量等に適合するか否かにより実施するものとする。 

 

９ 特記事項 

（１）本機の設置に際し、ＮＴＴ及びその他機構が指定する者と調整し、作業を行うもの

とする。 

（２）本機の設置場所に所在する施設又は設備に損害を与えた場合は、直ちに機構の担当

者に報告するとともに、当該担当者の指示により、これを完全に修復しなければなら

ない。  

（３）納入した電話設備等について、検査後１年間保証し、適切な保守体制を確保するこ

と。 

 

10 作業及び情報の保全 

（１）本調達に関する資料について、その取扱いには十分留意し、また、本調達の用に 

供する目的以外で複写及び複製することを禁止し、さらに、作業に従事する者以外に

閲覧させてはならない。 

（２）機構から提供される資料は、原則として貸出しによるものとし、機構が指定した期

限までに返却するものとする。 

（３）第三者委託の制限 

ア 受注者は、本調達の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 

ただし、あらかじめ下記イの書面により機構と協議し、やむを得ないものとして

機構の承認を得た場合に限り、受注者は、本調達の一部に限り、第三者に委託し、

又は請け負わせることができる。 

イ  前記アのただし書の規定に基づき、本調達の一部を第三者に委託又は請け負わせ

る際に必須となる機構との書面による協議に当たっては、本調達の仕様書を遵守さ



 

 

せることはもとより、次の事項を記載した業務委託承認申請書を提出しなければな

らない。 

（a）第三者の名称、代表者氏名、担当者、連絡先等 

（b）第三者が行う業務の内容及び金額 

（c）第三者に委託し、又は請け負わせることが必要な理由 

（d）第三者に委託し、又は請け負わせる際に必要のない情報に対するアクセスの制

限に関する事項 

ウ 本調達は、受注者又は機構の承認を得た第三者により完結させなければならな

い。この場合において、前記ア及びイにより本調達の一部を第三者に委託し、又は

請け負わせることにつき機構が承認したときでも、受注者は、機構に対し、当該承

認に係る第三者の行為についての全責任を負うものとする。 

（４）本調達において採用する機器等については、サプライチェーン・リスク（ハードウ

ェア製品を意図的に不正改造したりする（正規の製造工程における過程上のものを含

む。）など、機構の意図しない変更を受注者又は第三者が機器等に加えることにより情

報を窃取することを可能にするなどの情報セキュリティ上のリスクをいう。）の懸念を

生じない製品等を選定しなければならない。当該製品等のリストについては、サプラ

イチェーン・リスクの懸念がない旨を疎明する資料を添え、あらかじめ別紙による

「機器等リスト」を機構に提案し、機構においてサプライチェーン・リスクに係る懸

念が払拭されないと判断された場合には、代替製品の選定、リスクの低減策等につ

き、当該代替製品の調達先と迅速かつ密接に連携しながら、機構に提案したリストの

見直しを行い、改めて機構の承認を得なければならない。 

 

11 提出書類等 

  受注者は、本調達全般に係る完成図書等（「表１ 提出書類」を想定しているが、機構

と協議の上、決定すること）を作成、機構の担当者が別に指定する日までに印刷物１部

を提出すること。加えて、電子媒体（CD、DVD 等）１枚を機構に提出すること。 

 

表１ 提出書類 
項番 書 類 名 備  考 
1 仕様書  

2 納入機器内訳書  
3 納入機器カタログ  
4 主装置パッケージ収容図  
5 主装置収容回線一覧表  
6 主装置内線電話機設置図  
7 主装置外観図  

8 多機能電話機外観図  
9 電話機取扱説明書 ６（２）を含む 



 

 

10 工事試験成績表  
11 故障連絡先  

 

12 その他 

（１）受注者は、民法（明治２９年法律第８９号）その他の法令の規定にのっとり、信義

に従い、誠実にこの仕様書の内容を履行しなければならない。 

（２）本仕様書に定めがない又は疑義があるときは、機構の担当者に確認し、その指示を

受けるものとする。 



別表１
【呉分室】
項目

主装置及び回線にかかる仕様

内線

社内網 OD専用線６W方式

電源

液晶モニター

着信音

発着信履歴

リダイヤル

通話の転送

機能ボタン

調節機能

代理応答

台数

ひかり回線 実装：３CH
容量：１６CH
既設のひかり電話対応機器とISDN接続可能なこと

主装置収容
確認可能 確認可能

総ポート数（物理ポート
数）は、先の容量を満た
すこと

実装：１回線
容量：２回線
停電時は（アナログ停電多機能電話機）に接続を行い、停電時にも使用可能なこと

ダイヤルイン機能対応
・電話機ごとに各ダイヤルイン番号の発信者番号通知、着信鳴音の設定が可能なこと

事業所内線対応可能であり、内線番号は各電話機に帰属するものとする
多機能電話機：２台
アナログ停電多機能電話機１台
実装：３台
容量：８台

音声応答（ＩＶＲ）対応可能
・代表番号については、音声応答機能を実装すること
・各電話番号に、営業時間外における自動音声の設定（手動）が可能なこと
・音声応答メッセージは合成音声で別紙のとおり作成すること

漢字対応
日時、相手の電話番号、通話時間等の表示が可能

最低３種類
外線及び内線で着信音が変更可能。
また、電話機ごとに着信音の発生、音量の設定が可能

最低３種類
外線及び内線で着信音が変更可能。
また、電話機ごとに着信音の発生、音量の設定が可能

機器にかかる仕様

その他

実装：３CH
容量：４CH
既設のＶｏＩＰゲートウェイ（日立製、ＮＴ－４S 本体装置ＯＤＡ(SIP))とOD専用線接続が可能なこと

アナログ回線

アナログ回線対応

AC１００V±１０V（５０／６０Hz）

・主装置に１０分程度のバッテリーを接続。
・停電時はアナログ１回線をアナログ停電多機能電話機に自働切替して発着信可能にする

2台 1台

可 可

内部において転送が可能 内部において転送が可能

本体高さ及び液晶モニターの角度調節が可能 本体高さ及び液晶モニターの角度調節が可能

可 可

要求仕様

ひかり電話オフィスA（相当）対応

電話：2番号

最低１８ボタン 最低１８ボタン

多機能電話機（職員等用） 多機能電話機（停電用）

漢字対応
日時、相手の電話番号、通話時間等の表示が可能

通話録音、伝言メモ。応答メッセージ等対応可能なこと
・チャンネル数：16ch程度、録音時間：250時間程度が対応可能なこと



付紙 

 

代表番号のガイダンス 

 

応答設定 

 

１ 業務時間（平日の８時３０分から１７時１５分）に代表番号 0823-32-7087 に着信時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務時間外（土日祝日及び平日の１７時１５分から翌朝８時３０分）に 

代表番号 0823-32-7087 に着信時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0８２３-３２-７０８７ 

お電話ありがとうございます。 

こちらは独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

駐留軍
ちゅうりゅうぐん

等
とう

労働者
ろうどうしゃ

労務
ろ う む

管理
か ん り

機構
き こ う

岩国
いわくに

支部
し ぶ

 

呉
くれ

分室
ぶんしつ

でございます。 

この通話はサービス向上のため、録音させていただきます。 

0８２３-３２-７０８７ 

お電話ありがとうございます。 

こちらは独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

駐留軍
ちゅうりゅうぐん

等
とう

労働者
ろうどうしゃ

労務
ろ う む

管理
か ん り

機構
き こ う

岩国
いわくに

支部
し ぶ

呉
くれ

分室
ぶんしつ

でございます。 

ただいまの時間は業務時間外となっております。 

恐れ入りますが、土曜・日曜・祝日を除く、平日の８時 30 分から１７時１５

分の間にあらためてお掛け直しくださいますよう、お願い申し上げます。 

お電話ありがとうございました。 



別表２

項番 品名 型番等 数量 単位 備考

1 基本主装置 PT1000Pro（SAXA,Inc.） 1 式

2 18ボタン多機能電話機 TD710（SAXA,Inc.） 2 台

撤去予定一覧
【呉分室】



別紙

通番 区分
製造業者・

役務実施業者
本社

所在国
業者の法人番号

製品名・
役務実施場所

型番 備考

1 ノートＰＣ 〇×電機 日本 1234567890123 ○○ NOTE AAA 0123

2 プリンタ △△△ 米国 3210987654321 △△E1234e BBB-1111

3 アプリケーション OSS OSS 7-Zip
https://www.●●
●.com

1 システム開発等 ◎◎ソリューション 日本 1111111111111 東京都○○区××

2 再委託 ○○○ソフト開発 日本 2222222222222 さいたま市○○区△△

3 再々委託 ××システムズ 日本 3333333333333 横浜市××区○○

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※　「例示」及び記載のない行は削除し、記載欄が足りない場合は行を追加してください。

機器等リスト


